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谷
川
委
員
長　
川
島
副
委
員
長　

西
村
委
員　
藤
田
委
員

今
井
委
員　
北
原
委
員
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高
い
合
計
特
殊
出
生
率
を
維
持
し
続
け

る
岡
山
県
奈
義
町
に
お
い
て
、子
育
て
支
援

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
視
察
研
修
を
行
っ

た
。
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子
育
て
世
帯
の
精
神
的
フ
ォ
ロ
ー
を
目

的
と
し
た「
誰
で
も
い
つ
で
も
来
ら
れ
、
子

育
て
の
相
談
や
地
域
の
情
報
が
集
ま
る
」子

育
て
支
援
の
拠
点
で
あ
る
。

　

ス
タ
ッ
フ
の
多
く
は
利
用
者
親
た
ち
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、運
営
し
な
が
ら
利
用
者

の
声
に
応
え
て
い
く
進
め
方
。す
ぐ
諦
め
ず

に
何
と
か
親
た
ち
の
要
望
を
実
現
す
る
方

法
を
探
っ
て
い
く
姿
勢
に
は
好
感
が
持
て

た
。
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奈
義
町
で
は
、若
い
世
代
の
定
着
と
出
生

数
の
維
持
が
実
現
で
き
て
い
る
。「
奈
義
町

子
育
て
応
援
宣
言
」を
掲
げ
、「
子
育
て
す
る

な
ら
奈
義
町
」と
言
わ
れ
る
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
て
い
る
。

　
ま
た
、子
育
て
世
代
に
住
み
良
い
ま
ち
づ

く
り
が
、高
齢
者
の
安
心
安
全
に
も
つ
な
が

り「
少
子
化
対
策
は
最
大
の
高
齢
者
福
祉
」

と
も
う
た
っ
て
い
る
。支
援
策
自
体
は
全
国

で
も
見
ら
れ
る
事
だ
が
、い
ち
早
く
そ
こ
に

気
づ
き
、多
く
を
実
現
し
て
き
た
と
こ
ろ
に

パ
イ
オ
ニ
ア
し
て
の
強
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
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倉
谷
委
員
長　
熊
谷
副
委
員
長

増
井
委
員　
島
津
委
員　

辻
岡
委
員　
坂
本
委
員
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消
滅
可
能
性
自
治
体
か
ら
脱
却
し
た
自

治
体
の
事
例
を
調
査
す
る
た
め
、
人
口
規

模
、
高
齢
化
率
、
財
政
指
数
等
若
狭
町
と
近

い
状
況
の
２
町
を
視
察
先
と
し
た
。
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移
住
に
頼
ら
ず
、定
住
に
力
を
入
れ
る
施

策
に
転
換
し
、＂賢
く
収
縮
す
る
ま
ち
づ
く

り
＂を
進
め
て
い
る
。
多
世
代
交
流
拠
点
施

設
を
統
合
、小
中
一
貫
校
を
��
校
設
置
す
る

等
、
必
要
な
も
の
は
残
し
、
さ
ら
に
充
実
さ

せ
て
い
る
。
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移
住
者
受
入
体
制
の
整
備
や
子
育
て
・
教

育
環
境
の
魅
力
化
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お

り
、移
住
先
に
選
ん
だ
理
由
の
上
位
に
は
子

育
て
・
教
育
環
境
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

子
育
て
に
関
す
る
独
自
施
策
に
は
お
む

つ
購
入
サ
ポ
ー
ト
事
業
、妊
産
婦
へ
の
タ
ク

シ
ー
利
用
助
成
等
が
あ
る
。
ま
た
、無
料
英

語
公
営
塾
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊
や
地
元
の
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大
学
生
が
主

体
と
な
っ
て

授
業
を
行
っ

て
い
る
。
こ

れ
ら
は
効
果

的
な
ア
ピ
ー

ル
に
な
っ
て

い
る
。
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・
日
本
原
子
力
発
電
㈱��

東
海
第
二
発
電
所

・
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構��

高
速
実

験
炉「
常
陽
」
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松
本
委
員
長　
倉
谷
副
委
員
長

川
島
委
員　
西
村
委
員　
北
原
委
員
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嶺
南
地
域
に
立
地
す
る
原
子
力
発
電
所

に
お
い
て
、使
用
済
燃
料
乾
式
貯
蔵
施
設
設

置
に
向
け
、
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
乾

式
貯
蔵
施
設
や
廃
炉
に
か
か
る
原
子
力
発

電
所
の
安
全
対
策
へ
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
調
査
研
究
し
た
。
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増加の見込み。相互理解が必要であり、連
携・交流を支援し受入れ環境を整備する

問 全国的な人材不足の解消策として、外国人材
の受入れが進んでいる。当町の状況はどうか。

答 介護事業者を除いた調査では、１５社に９１名
の外国人材の就労を把握している。昨年と比

べて４１名の増加となる。

問 町内の介護施設では、外国人留学生５名が
アルバイトとして人材不足解消の貴重な存在

となっており、今後も介護士として期待されている。
町から学費の補助や、ほか外国人就労者への支援な
どはあるか。

答 現在、町からの学費や外国人就労者および受
け入れ企業への支援・補助等は無い。今後、

就労支援策等を事業所の意見を聞きながら検討したい。

問 個々の受入れ企業や民間ボランティアによっ
て地域との交流支援や困り事に対応している。

町が一括した窓口となり、地域との交流支援や相談
の拠点づくりを推進できれば、地域の活性化にも繋
がるかも。

答 事業者・外国人就労者の双方からの要望等を
聞き、必要な支援施策の検討や専門機関・関

係団体・地域などとの連携を図っていく。

問 国は人材不足解消策として、積極的に外国人
材を受入れる方針だ。受入れ態勢を整えなけ

ればトラブルや不安が生じる。町が支援や町民との
交流に努める事で、人口減少対策や地域の発展に繋
がるのでは。

答 外国人材の受入れは、地域の理解や環境を整
える事での相互理解が一番大切。「誰一人取

り残さない」受入れやすい環境整備と交流支援に努め
たい。

問 健康づくりにポイント付与する「ハピポ」は好評
で、「町公式LINE」の登録増加に貢献してい

る。この２つの事業の現況と、今後の展望を伺う。

答「ハピポ」参加数は目標を大きく超え好評につ
き、来年度も継続しグ

レードアップしたい。伴い「町
公式LINE」の機能充実や更な
る普及促進に努めたい。

町　長

（
文
責
：
質
問
者
本
人
）

（
文
責
：
質
問
者
本
人
）

谷
たに

 川
がわ

 暢
のぶ

 一
かず

議 員

次世代定住促進事業の成果を伺う

一定の成果を得ていると感じており、
今後も継続していく

問「子育て環境の充実」の取り組みで、現況と
これまでの成果、児童手当事業の制度拡充、

所得制限撤廃による支援拡充について伺う。

答「子育て環境の充実」を最重点政策の一つとし
ている。町独自の子育て応援給付金、高校

生世代の医療費無償化などの補助支援の拡充、子育
てに関する「こども家庭センター」の開設と子育てア
プリ「にじいろ若狭っ子」の導入、パレア若狭内のキッ
ズルームの増改築をする。児童手当は、支給対象の
児童が「中学生まで」から「高校生世代まで」に延長し、
高校生にも月額１万円支給する。第３子からの支給額
が、一人当たり月額１万５千円から倍増の３万円にし、
第２子からの３歳未満のお子さんを、ご家庭で子育
てされている世帯に、月額１万円の経済的支援などで

「世帯収入３６０万円未満」という所得制限を撤廃した。

問 人口減少化対策として「次世代定住促進協議
会」が設置されている。移住・定住・Ｕターンの

促進計画で、地域外からの移住者はどのようなものか。

答 平成２３年度に設立し、町民に対する定住意
識の高揚促進、都市圏での若狭町セミナーの

実施や地域おこし協力隊など、Ｉ ターン移住者への支
援、学生への情報提供、奨学金返還支援や帰省支援
などの助成事業を行っている。協議会設立後、９９件
１８６名の方々が町外から移住された。

問 Ｕターン奨学金返還支援事業開始から今までの
期間の支援金申し込みの受付状況と成果を伺う。

答 開始から今年で４年目を迎え、支援状況は、
２０名の若者に補助しており、７名が町内、

１３名が町外就職となっている。今年度は８名の若
者に交付の予定で、５名が町内、３名が町外就職と
なっている。

問「次世代定住促進協議会」今後の展望は。

答 大都市への一極集中の解消など、国レベルで
の対策が進まないことには、Ｉ ターン移住者

等の獲得は厳しい状況にある。町民の皆様が「幸せ」
を実感しながら住み続けていただくことに重点を置き、
新たに人を呼び込む機会につながるような取り組みを
進める。一定の成果を得ていると感じており、今後
も継続していく。

町　長

藤
ふじ

 田
た

 正
まさ

 美
み

議 員

「ハピポ」継続と、「町公式 LINE」の展望は	

外国人就労者の受け入れ状況と支援は
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DX推進計画の現状と今後の目的およ
び課題について伺う

高齢者などのデジタル機器等に対する不
安解消目的のスマホ教室を開催している

問 DX推進室が設置されてからこれまでの取組み
内容を説明願う。

答 スマホ教室を開催している。講習会には高校
生も教えるボランティアで参加していただいて

いる。令和5年度より情報発信ツールとして若狭町
公式LINEを開設し、運用している。さらに、体育館
や公民館などの公共施設の予約のオンライン化、各
種申請のオンライン化システムを導入している。

問「誰一人取り残されない、人に優しいデジタル
化」の現状はいかがか。

答 今年９月からマイナンバーカード等を活用し、手
書き記入が少なくなる「書かない窓口」を始めて

いる。また、10月からは若狭町公式LINEを活用し、住
民票の写しや印鑑登録証明書等の電子申請受付を始めた。
今後の予定として、新たに所得証明書及び課税証明書の
交付を令和7年1月中の開始に向けて進めている。

問 マイナンバーカードの保有者のうち若狭町で
健康保険証を登録している割合はどれほどか。

答 若狭町の国民健康保険証の状況は被保険者の
約７７％がマイナ保険証の登録をしている。顔

認証付きカードリーダは町内医療機関や薬局でもすで
に設置されている。整骨院や接骨院でも保険証資格
確認を行う機器を導入するなど対応が増えている。

問 高齢者や子どもがいる世帯にタブレット端末を
無償配布できないか。双方向ポータルサイトを

立ち上げ日々の見守り活動やデマンドタクシーの予約、
災害時の安否確認も可能になると考えるがいかがか。

答 機器代や通信費などに多額の費用が発生する
ので、現時点では検討していない。独居高齢

者の日々の見守り活動や安否確認などについては公
式LINEなどでの対応が考えられるが、実現に向けて
は様々な課題がある。今後の可能性を検討する。

問 若狭町、大阪府高槻市、島根県益田市との
姉妹都市サミットではDX推進や観光誘客に

ついてどのような意見交換が行われたか。

答 公的手続きのオンライン化や窓口のワンストッ
プ化の導入についての紹介があり、今年度

から実施している「書かない窓口」やLINEからの電
子申請受付などの導入を進めるうえで参考になった。
若狭町からは、エリアの魅力を高め、持続可能なま
ちづくりを進めるスマートエリア開発事業などを紹介
した。

総務課長

倉
くら

 谷
たに

 　 明
あきら

議 員

本町が「パートナーシップ宣誓制度」
を導入しない理由はなにか

この制度には婚姻で認められる法律上の権利がないな
ど多くの課題があるため、今は国の動向を注視している

問「パートナーシップ宣誓制度」を県内では、県
をはじめ10市町がすでに導入している。本

町が未だ導入しない理由はなにか。

答「パートナーシップ宣誓制度」は、婚姻で認め
られる法律上の権利がないなど多くの課題が

あるため導入には踏み切っていない。

問 他の市町で「パートナーシップ宣誓制度」を導
入したカップルの方が本町に転入してきた場

合、本町ではどのような対応をとられるのか。

答 他の市町村でパートナーシップ宣誓書受領証
の交付を受けられた方が若狭町へ転入してこ

られた場合でも、住民登録の転入手続きはどなたも
同じ手続きとなる。なお「パートナーシップ宣誓制度」
は福井県が導入しているので、県の制度をご利用い
ただくようご案内する。

問 これまで行政書士以外から本人の代理人とし
ての書類を受理したことがあるか。

答 役場への申請等にあたっての提出者について
は農地申請であれば申請者本人または行政書

士からの申請が必要であり、それ以外の代理人から
申請書類等を受理したことはない。

問 行政書士は法律で自身の作成した書類の欄
外に記名し、職印を押さなければならない。

しっかり窓口で確認しているか。

答 申請受付の際には、書類の内容確認とともに
申請者の確認を行っている。行政書士によっ

て作成された書類は、委任状及び欄外に行政書士の
記名・職印があるかどうかを都度確認している。

「若狭町木造住宅耐震改修促進事業について」

町　長

川
かわ

 島
しま

 富
ふ じ お

士夫
議 員

本町役場窓口業務の適正化について
（違法・不当な書類の排除）	

その他の質問	

11 若狭町議会だより 第79号



一
般
質
問

一
般
質
問

G
e

n
e

r
a

l q
u

e
s

tio
n

s
G

e
n

e
r

a
l q

u
e

s
tio

n
s

（
文
責
：
質
問
者
本
人
）

（
文
責
：
質
問
者
本
人
）

増
ます

 井
い

 文
ふみ

 雄
お

議 員

原発事故による避難、気山地区では
「在宅の避難行動要支援者」は何人か

１０月１日現在で５５名、うち、誰が
支援するのか決まっているのは１４名

問 内閣府は、本町全域で僅か７２名、全員支援
者が決まっていると認識している（Ｒ２年）。国

の認識、避難計画がこんなありさまの中で、嶺南７
基の老朽原発が６０年を超えてまで運転継続されよう
としている。町長はどう考えているのか。

答 安全を最優先に国や電力事業者の今後の動向
を十分注視していく。

問 鳥羽地区戦没者追悼法要のプレイベントとし
て「誇り」の上映があり、鳥羽小学校６年の児

童たちがこれを鑑賞した（自由参加）。このアニメは、
「大東亜戦争は、日本がアジアの国々を白人の支配
から開放するために行った正義の戦争であった」「ア
メリカと戦争したのは鉱物資源の少ない日本にとって
やむを得ないことであった」「東京裁判は戦勝国によ
る一方的な裁判で不当である」「占領政策によって日
本人は自分の国の歴史や精神に誇りを持てなくされ
てしまった」「日本人は、日本の歴史や精神に誇りを
持つべきである」などという歴史観を解説するもので
ある。この歴史観は「政府の行為によって再び戦争の
惨禍が起ることのないやう」と述べ戦前の政府の行為
を間違ったものとして反省している日本国憲法の精
神に反し、「憲法の精神にのっとり」教育を行うと決め
た教育基本法にも反する。中国、アメリカをはじめ
国際的に受け入れられる歴史観ではなく「グローバル
に活躍できる人材を育成する」という若狭町教育大綱
にも反する。歴史的事実の学習もまだ浅い小６の児
童たちにとって、特定の歴史観の「刷り込み」になり、
将来、自らの歴史認識を構築する上での障害になる。
見解を伺う。

答 子どもたちに戦争と平和について学ばせたい、
継承していきたいという思いで次世代の会が

取り組んだ企画である。このアニメ映画はインター
ネット上でも閲覧でき、特段、視聴を制限すべきも
のでもない。平和学習の色合いが強いものと感じる。
ただし、現在、本町の学校教育の現場では、教育素
材としての活用は行っていない。

福祉課長

北
きた

 原
はら

 武
たけ

 道
みち

議 員

皆が支え合う地域づくりに意識高揚を進め、強い
リーダーシップで「協働のまちづくり」を推し進める

問 町内の一人暮らし世帯及び高齢者世帯の状況
は。

答 一人暮らし1362世帯、内高齢者831世帯で
増加傾向である。高齢者のみの世帯も616世

帯ある。

問 孤独死の状況や、高齢者の救急搬送の現状、
救急キットの普及と活用について。

答 一人世帯の孤独死も高齢者の救急搬送も
年々増加している。救急キットの周知・普及

は今後推進していく。

問 地域見守りネットワーク体制強化は図られてい
るのか。

答 引続き民生委員や各相談員・区役員の協力を
頂きながら、ライングループなどを活用し連

携強化を図る。

問 地域包括センターの対応状況、今後の方策に
ついて。

答 センターでは一人暮らし・高齢者世帯550件対
象に生活相談、困りごと相談等を年間60件訪

問している。今後も民生委員や福祉関係者の協力と連
携のもと支援していく。

問 1月の能登半島地震の際、各集落の自主防災
組織が機能したのか、高齢者が多い集落や西

浦の状況は。

答 地震時の被害相談等は無かった。住民・集落の事
情に応じた避難行動を確認し活動機能向上を図っ

ていきたい。

問 町の地域コミュニティ活動助成金だが、高齢
者の多い集落に活用され、活性化につながっ

たのか。

答 集落では子どもや高齢者活動の環境づくりに多
いに利用されている。全ての集落で有効に活用

いただきたい。

問 人口減少で高齢化が進み、一人暮らしが増え
地域機能が低下する中で、今後、町は町民に

どう伝えるのか。

答 改めて集落の課題を検証し「子どもから高齢者
までが支え合う地域づくり」にむけ、SDGsの理

念・目標に則り施策・政策の強化を図り『協働のまちづく
り』を推し進める。

町　長

誰一人取り残さない持続可能なまち
づくりは

鳥羽小６年の児童たち、先の戦争を
肯定するアニメ映画「誇り」を鑑賞	
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議会の動き

組 合 議 会 報 告

9月25日　全国町村議会広報研修会〔東京都〕

11月6日　兵庫県香美町議会視察対応〔みさきち〕 11月12日　県選出国会議員要望〔東京都〕

10月29日　市町議会議員合同研修会〔福井市〕

  

公
立
小
浜
病
院
組
合
議
会

公
立
小
浜
病
院
組
合
議
会

11
月
11
日	

運
営
会
議

11
月
25
日　

定
例
会
開
会

12
月
2
日　

常
任
委
員
会

12
月
26
日　

定
例
会
閉
会

  

敦
賀
美
方
消
防
組
合
議
会

敦
賀
美
方
消
防
組
合
議
会

10
月
15
日　
決
算
審
査
及
び
定
期
監
査

11
月
17
日	

秋
季
消
防
総
合
訓
練

12
月
19
日	

代
表
者
会
議

12
月
24
日　

定
例
会

12
月
27
日　

三
方
消
防
団
歳
末
特
別

	

警
戒
夜
間
警
戒
開
始
式

若
狭
消
防
組
合
議
会

若
狭
消
防
組
合
議
会

10
月
18
日	

定
例
会

10
月
20
日	

上
中
消
防
団
秋
季
訓
練

12
月
25
日	

臨
時
会

12
月
27
日	

上
中
消
防
団
年
末
特
別

	

警
戒
出
発
式

  

美
浜
・
三
方

美
浜
・
三
方

  

環
境
衛
生
組
合
議
会

環
境
衛
生
組
合
議
会

10
月
28
日	

例
月
出
納
検
査
及
び

	

決
算
審
査

12
月
26
日	

定
例
会

  

嶺
南
広
域
行
政
組
合
議
会

嶺
南
広
域
行
政
組
合
議
会

10
月
22
・
23
日

	

視
察
研
修

	

（
福
岡
県
添
田
町
・

大
分
県
豊
後
高
田
市
）

11
月
21
日　

代
表
者
会
議

12
月
24
日　

定
例
会

  

若
狭
広
域

若
狭
広
域

  

行
政
事
務
組
合
議
会

行
政
事
務
組
合
議
会

12
月
20
日	

代
表
者
会
議

12
月
23
日	

定
例
会

  

福
井
県
後
期
高
齢
者

福
井
県
後
期
高
齢
者

  

医
療
広
域
連
合
議
会

医
療
広
域
連
合
議
会

11
月
22
日　

定
例
会
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編

記
後
集

２
０
２
５
年
の
新
た
な
年
を
迎
え
、
心
よ

り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

今
年
は
若
狭
町
が
20
年
を
越
え
て
、
新
た

な
時
代
の
幕
開
け
と
な
る
記
念
す
べ
き
ス

タ
ー
ト
の
年
で
も
あ
り
ま
す
。

若
狭
町
議
会
と
し
ま
し
て
、
住
民
の
皆
様

に
議
会
だ
よ
り
「
つ
な
ぐ
」
で
議
会
活
動
を

よ
り
多
く
知
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
と

の
想
い
を
込
め
て
編
集
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
住
民
の
皆
様
に
少
し
で
も
多
く
触
れ
合

え
る
よ
う
、
密
着
取
材
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。

今
号
の
特
集
は
「
わ
た
し
た
ち
の
声
」
と

題
し
て
、
町
内
に
移
住
さ
れ
た
方
々
を
ご
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
、

「
特
集
記
事
」
で
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
お
伺

い
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

本
年
も
議
会
だ
よ
り
「
つ
な
ぐ
」
を
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

�

（
藤
田　

正
美
）

会期：2月25日㈫～3月17日㈪

令和7年 令和7年 3月定例会3月定例会のの日程日程

※本定例会で扱う請願・陳情の受付は２月14日（金）15時締め切りです（議会事務局）。
※一般質問は、行政チャンネルで録画が放送されます。

■ 本会議（開　　　　会）／2月25日（火） ９時
■ 本会議（一般質問）／3月   4日（火） ９時 ・ ［予備日］5日（水）
■ 本会議（閉　　会）／3月17日（月） ９時

　　１回目           ： 3/7（金）19:00～
　　１回目再放送  ： 3/8（土）13:00～

　　２回目           ： 3/8（土）19:00～
　　２回目再放送  ： 3/9（日）13:00～

※詳細日程は、
　右記の QR コードから
　御確認ください。
※町ホームページにも掲載
　しています。

■ ３月放送分は、以下のとおりです。（予定）

今回今回のの表紙表紙
　若狭町制20周年記念「笑顔と緑あふれ
る植樹事業」として、町内全11小中学
校でソメイヨシノの植樹が行われました。
11月28日には瓜生小学校５年生が若狭
町議会辻岡議長や町職員から木を植える
時期や森を守り育てることの大切さを学
んだ後、２メートルほどの苗木２本を植
えました。

傍聴に来て
くださいね
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